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第24回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第24回定時株主総会を下記のとおり開催いたします
ので、ご案内申し上げます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提
供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェ
ブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確
認くださいますようお願い申し上げます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ情報」「株式につ
いて」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。）

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東
証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。
 東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

（上記のウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ピーバ
ン」又は「コード」に当社証券コード「３５５９」を入力・検索し、「基本情
報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集
通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって
議決権を行使することができますので、株主総会参考書類をご検討いただき、
「議決権行使についてのご案内」に従って、2026年６月22日（月曜日）午後６
時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
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１．日 時 2026年６月23日（火曜日）午後１時（受付開始：午後０
時半）

２．場 所 東京都千代田区麹町６丁目６番地
東京消防庁スクワール麹町　３階「錦の間」
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第24期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報

告及び計算書類報告の件
決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件

４． 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
⑴書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書面におい
て、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったもの
としてお取り扱いいたします。

⑵インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行
われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

⑶インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場
合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効な
ものとしてお取り扱いいたします。

⑷代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の
方１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理
権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

［インターネットによる議決権行使の場合］
　インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットに
よる議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申し上げます。

［書面（郵送）による議決権行使の場合］
　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限まで
に到着するようご返送ください。

敬　具

記

以　上
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◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集通ご通知とあわせてお送りする議決
権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。な
お、当日は午後0時半より受付を開始いたします。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、下記当社ウェブサイト、東証ウェ
ブサイト（東証上場会社情報サービス）及び名証ウェブサイトにおいてお知
らせいたします。
当社ウェブサイト
https://www.p-ban.com/corporate/ir/
東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
名証ウェブサイト（上場会社検索）
https://www.nse.or.jp/listing/search/

◎本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供
措置事項を記載した書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のう
ち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、
お送りする書面には記載しておりません。
①事業報告
・新株予約権に関する事項
・会計監査人の状況
・業務の適正を確保するための体制及びその状況
②計算書類
・株主資本等変動計算書
・個別注記表

したがいまして、当該書面に記載している事業報告及び計算書類は、会計監
査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査を
した対象書類の一部であります。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してください
ますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

議決権行使書用紙に議案の賛
否をご表示のうえ、ご返送く
ださい。

次ページの案内に従って、議
案の賛否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2026年６月23日（火曜日）
午後１時（受付開始：午後０時半）

2026年６月22日（月曜日）
午後６時到着分まで

2026年６月22日（月曜日）
午後６時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１号議案

◦賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦反対する場合 「否」の欄に〇印
第２、３号議案
◦全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦全員反対する場合 「否」の欄に〇印

◦一部の候補者に反対する場合
「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。※議決権行使書用紙はイメージです。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本
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行使
期限

2026年６月22日（月曜日）
午後６時入力完了分まで

インターネットによる議決権行使のご案内

　

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく
議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本
見 本

議決権行使書用紙右下に記載のQRコード
を読み取ってください。

1

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力
ください。

2

「スマート行使」での議決権行使は１回に
限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数で
すがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に
記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力し
てログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサ
イトへ遷移できます。 ※議決権行使書用紙はイメージです。

－ 5 －



議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　
議決権行使ウェブサイトに 
アクセスしてください。

1

議決権行使書用紙に記載された 
「パスワード」をご入力ください。
3

議決権行使書用紙に記載された 
「議決権行使コード」をご入力 
ください。

2

「次へすすむ」を
クリック

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック以降は画面の案内に従って賛否 
をご入力ください。

4
※操作画面はイメージです。

パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご
利用できない場合があります。

パソコン等の操作方法に関するお問い合せ

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９：00～21：00）
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(2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで)
事　 業　 報　 告

１．会社の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当事業年度（2025年4月1日～2026年3月31日）における国内エレクト
ロニクス業界は、半導体市況の持ち直しや研究開発投資の回復が見られた
一方で、部材価格の高止まり、人件費の上昇、為替動向や通商政策の影響
など、先行き不透明な状況が継続いたしました。こうした中、当社は中期
経営計画に基づき、以下の３つの重点項目に沿って各種施策を推進し、事
業基盤の強化と持続的成長の実現に取り組んでまいりました。

・顧客体験・収益性の向上
　AIブロック図自動生成サービスの開始、「1-Click見積」のリニューア
ル、カスタマーサクセス体制への移行、GUGEN Hubにおける顧客部品
の一元管理と実装サービスの連携機能の開始など、設計・調達・製造の各
工程における利便性向上を進めてまいりました。また、基板製造完了日当
日の納品を可能とする「デリバリーゼロコース」の開始、リジッド基板
「ノーマルコース」の基本納期短縮、部品実装の標準納期短縮など、短納
期ニーズへの対応を強化いたしました。これらの取り組みにより、顧客利
便性の向上と継続利用の促進を図るとともに、高付加価値サービスの提供
比率が上昇し、売上総利益率は前事業年度の36.2％から当事業年度は
37.8％に改善いたしました。

・グローバル・次世代領域への展開
　海外事業推進室の新設を通じて海外展開体制の整備を進めるとともに、
ASEAN市 場 で は タ イ 王 国 向 け プ リ ン ト 基 板 通 販 サ イ ト 「p-ban 
Thailand」を開設。また、研究開発支援サービス「gene」を起点とし
て、ローム株式会社とのオンデバイスAI「Solist-AI™」関連のエコシステ
ム連携や、TOPPANホールディングス株式会社との次世代センサー評価
用モジュール開発など、先端領域における大手企業との具体的な共創実績
を積み上げました。加えて、Engineer Social Hub™での情報発信、AI活
用や電子回路設計・EMC分野に関する講習会・技術セミナーの開催な
ど、設計上流から製造・実装までを含めた高付加価値領域への展開を進め
てまいりました。これにより、研究開発段階から量産段階までを一気通貫
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で支援する体制の有効性を示すとともに、次世代領域における新たな需要
獲得に向けた基盤整備を進めてまいりました。

・ESG・IRを通じた企業価値向上
　使用済みプリント基板の回収・再資源化を行う基板回収リサイクルサポ
ートを開始し、環境負荷低減と社会的価値創出の両立を図りました。ま
た、2025年３月の名古屋証券取引所メイン市場への重複上場を契機とし
て、投資家層の拡大と株式流動性の向上に取り組みました。加えて、名証
IRセミナー（オンライン）への登壇、名証IRエキスポ2025への出展、
「IR noteマガジン」への参画に加え、TOPPANホールディングス株式会
社との共創対談動画の公開や、個人投資家向け公開Q&Aセミナーのアー
カイブ公開などを通じて、株主・投資家との対話機会の拡充と情報発信の
強化に努めてまいりました。

　これらの結果、中堅・大手顧客の比率上昇や、基板設計・実装・部品調
達等の周辺サービス利用拡大により、売上構成の質的改善と収益性向上が
進展いたしました。一方で、販売費及び一般管理費は682,820千円（前期
比8.1％増）となりました。これは、海外展開の推進、システム開発投
資、周辺サービス拡充に向けた体制強化等、将来の成長に向けた先行投資
を実施したことによるものであります。

　以上の結果、当事業年度の売上高は2,311,924千円（前期比6.0％
増）、営業利益は190,481千円（前期比21.2％増）、経常利益は187,023
千円（前期比17.4％増）となり、売上構成の改善や収益性向上により、事
業収益力は着実に向上いたしました。一方で、当社が保有する未上場株式
の一部について、投資先の直近の事業状況および今後の見通し等を総合的
に勘案した結果、実質価額の低下を反映し、投資有価証券評価損29,443
千円を特別損失に計上いたしました。また、当該投資有価証券評価損に係
る繰延税金資産9,280千円について、将来の税務上の損金算入時期を合理
的に見積もることが困難であるため資産計上を行わなかったことから、一
時的な会計上の要因として、当期純利益は106,013千円（前期比5.8％
減）となりました。

②　設備投資の状況
　当事業年度における設備投資の総額は61,177千円であり、主なもの
は、サービス拡張性、情報管理体制及びUI/UXの向上を目的としたシス
テム基盤の導入・整備であります。
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③　資金調達の状況
　該当事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継
の状況

　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。

区 分 第 21 期
(2023年３月期)

第 22 期
(2024年３月期)

第 23 期
(2025年３月期)

第 24 期
(当事業年度)

(2026年３月期)
売 上 高 (千円) 2,015,003 2,015,779 2,180,578 2,311,924

経 常 利 益 (千円) 182,087 132,495 159,295 187,023

当 期 純 利 益 (千円) 92,902 93,275 112,531 106,013

１株当たり当期純利益 (円) 19.52 20.00 24.02 22.57

総 資 産 (千円) 1,526,747 1,609,753 1,733,420 1,827,718

純 資 産 (千円) 1,231,208 1,299,381 1,378,098 1,443,741

１株当たり純資産 (円) 267.46 277.66 293.87 306.97

⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）１株当たり当期純利益は、期中平均株式数により算定しております。

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
　該当事項はありません。
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⑷　対処すべき課題
　当社を取り巻く市場環境は、半導体、自動車・モビリティ、FA・ロボ
ット等の成長分野における研究開発・試作需要の拡大や、生成AIを活用し
た設計・開発支援ニーズの高まりなど、中長期的な成長機会が引き続き存
在しております。一方で、為替変動、通商政策の影響、地政学リスク、サ
プライチェーンの不確実性、さらにはAIを活用したサイバー攻撃の巧妙化
など、慎重かつ機動的な対応が求められる局面も継続しております。

　こうした環境のもと、当社は中期経営計画に基づき、持続的な成長と収
益性の向上を両立させるため、経済環境や競争環境の変化、AIの急速な発
展に対応した事業基盤の強化を進めてまいります。

　当社は、パーパスである「アイデアと探求心で、“あたりまえ”を革新す
る。」のもと、まずはエレクトロニクス・エンジニアの開発プロセスにお
ける「あたりまえ」を革新し、その先に、誰もがアイデアさえあればモノ
を具現化できる世界の実現を目指しております。

　その実現に向け、今期は将来の飛躍に向けた重要な準備フェーズと位置
づけ、当社の中核サービスである「P板.com」を中心としたシステム基盤
の全面刷新、調達・物流・品質を含むサプライチェーン改革、ならびに
AI・開発支援サービスの高度化を重点的な経営課題として取り組んでまい
ります。

①中核サービスの深化とシステム基盤の全面刷新
　当社の基幹サービスである「P板.com」においては、試作市場を主戦場
としつつ、製品化・小ロット量産までを視野に入れた顧客支援の強化を進
めてまいります。

　今後の成長に向けては、顧客が求める利便性、処理速度、情報管理水準
が一段と高度化していることを踏まえ、既存システムの部分的な改修にと
どまらず、P板.comサイトの顧客画面および管理画面を含むシステム基盤
の全面刷新を進めてまいります。これにより、注文フロー、社内業務シス
テム、受発注管理等を抜本的に見直し、より使いやすく、柔軟で拡張性の
高いサービス基盤への進化を図ります。

　また、創業以来培ってきたWebシステムによる自動化の仕組みに加
え、営業担当者による人的アプローチを組み合わせた顧客対応体制を強化
し、顧客ニーズに即した提案力の向上を図ってまいります。あわせて、
UI/UXの改善、リアルタイム見積機能の強化、電子部品調達プロセスの
効率化などを通じて、顧客利便性のさらなる向上に取り組んでまいりま
す。
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　さらに、顧客情報や設計・購買データをより安全に管理するため、情報
管理体制およびセキュリティ水準の向上にも努めてまいります。これらの
取り組みにより、お客様および提携基板メーカーの双方にとって、より価
値の高いプラットフォームの構築を進めてまいります。

②サプライチェーン改革とGUGEN Hubを核としたプラットフォーム化
の推進

　当社は、海外事業推進室の設置等を通じて海外展開を進める中で、国内
外の調達先や物流網との接点を広げてまいりました。一方で、為替変動、
通商政策、地政学リスク等の外部環境の変化を踏まえると、調達・物流・
品質を含むサプライチェーン全体を、より効率的かつ強固なものへ見直し
ていくことが重要な課題であると認識しております。

　この認識のもと、仕入先の見直し、調達条件の最適化、物流機能の改
善、品質起点での不良削減等を通じて、サプライチェーン改革を推進し、
構造的な収益力の強化を図ってまいります。また、これらの取り組みによ
って生み出される改善効果を、システム開発、人材採用、プロダクト強化
等の将来投資へ再投入することで、中長期的な成長基盤の強化につなげて
まいります。

　「GUGEN Hub」においては、部品調達のオンライン化、在庫管理、
実装連携を一体化し、研究開発に携わるハードウェア開発者が開発に集中
できる環境の整備を進めてまいります。今後は、UI/UXの刷新、外部パ
ートナーとの連携による部品検索・調達機能の強化、在庫共有・注文機能
の拡充等を通じて、利用者数の拡大と定着率の向上を図ってまいります。

　短期的には、P板.comとのクロスセル強化や部品販売マージンの拡大に
より利用単価の向上を図り、中期的には、在庫サービスや管理機能の高度
化を通じて、継続利用型の収益機会の拡大を推進してまいります。

③AI・開発支援サービスによる高付加価値領域の拡大
　当社は、プリント基板Eコマースを中核事業としながら、顧客の開発プ
ロセス全体を支援する高付加価値サービスの拡充を重要な成長課題と位置
づけております。

　R&D領域においては、「gene」を起点とした開発支援サービスの拡大
に加え、AIハードウェア設計ツール、ローカルLLMナレッジ基盤、AIガ
ーバーチェックアシスト等の開発を進め、設計支援から試作・評価までを
支えるサービスの高度化に取り組んでまいります。AIハードウェア設計ツ
ールとGUGEN Hubとの連携により、自然言語入力を起点とした回路
図・部品表作成の高度化を進めるとともに、AIを活用した品質向上、業務
効率化、顧客支援力の強化を図ってまいります。
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　また、開発・量産支援サービスにおいては、製品企画初期の構想整理や
要件定義といった上流支援から、部材調達、組立、検査、量産化支援まで
を一貫して支援する体制を強化してまいります。これにより、顧客の開発
負担軽減とリードタイム短縮に貢献するとともに、受託開発・受託生産と
の相乗効果を通じた収益性の向上を目指してまいります。

　さらに、これらの取り組みを支える社内体制として、プロダクトマネー
ジャーを中心に、P板.comおよびGUGEN Hubを横断したプロダクト推
進体制を構築しております。あわせて、開発・営業・管理各部門での人材
採用・育成を進めるとともに、営業、マーケティング、データ解析の各部
門が連携し、重点領域を対象とした集客、提案、受注プロセスの高度化を
進めてまいります。

　当社は、これらの経営課題に着実に取り組むことで、顧客提供価値の向
上、収益基盤の強化、新たな成長機会の創出を図り、持続的な企業価値の
向上に努めてまいります。

　株主の皆様におかれましては、何卒、今後とも引き続き変わらぬご支
援、ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

事 業 区 分 事 業 内 容

プリント基板のＥコ
マ ー ス P 板 . c o m

プリント基板の設計・製造・部品実装等のサービスをEコマ
ースで提供します。プリント基板とは、自動車、テレビ、
スマートフォン、医療機器など、電気で動くあらゆる電子
機器に搭載される基幹部品です。

⑸　主要な事業内容（2026年３月31日現在）
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本 社 東京都千代田区五番町14番地 五番町光ビル４F

⑹　主要な営業所及び工場（2026年３月31日現在）

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

40（7）名 ０名（2名増） 39.96歳 6.5年

⑺　従業員の状況（2026年３月31日現在）

　（注）１．従業員数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は、年間の平均人員を（　
）に外数で記載しております。

２．当社はプリント基板のＥコマース事業の単一セグメントであるため、セグメ
ント別の記載はしておりません。

⑻　主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）
　金融機関からの借入金はありません。

⑼　その他会社の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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⑴　発行可能株式総数 18,000,000株

⑵　発行済株式の総数 4,992,406株

⑶　株主数 4,078名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 イ ン フ ロ ー 1,554,000株 33.04％

田 坂 正 樹 460,077 9.78

楽 天 証 券 株 式 会 社 91,200 1.94

株 式 会 社 S B I 証 券 65,011 1.38

前 島 稔 61,000 1.30

五 十 畑 輝 夫 60,000 1.28

後 藤 康 進 59,377 1.26

村 杉 一 58,300 1.24

土 屋 拳 57,000 1.21

株 式 会 社 石 内 地 所 50,000 1.06

株 式 数 交 付 対 象 者 数
取締役（監査等委員及び

社外取締役を除く）
8,073株 3名

監査等委員である取締役 842株 1名

２．株式の状況（2026年３月31日現在）

⑷　大株主（上位10名）

（注）１．当社は、自己株式を289,308株保有しておりますが、上記大株主からは除外
しております。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑸　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

（注）１．当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告「３．(5) ② 当事業年度に
係る報酬等の総額」に記載しております。

２．当社は、2025年７月10日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬とし
て自己株式の処分を決議し、同年８月8日付で取締役（社外取締役を除く）３
名ならびに社外取締役1名に対し、自己株式8,915株の処分を行っておりま
す。
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⑹　その他株式に関する重要な事項
　該当事項はありません。

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取締役会長ファウンダー 田 坂 正 樹
ゲンダイエージェンシー㈱　社外取締役
シリウスビジョン（株）社外取締役
㈱ワークポート　社外取締役

代 表 取 締 役 社 長 後 藤 康 進

取 締 役 （ C H R O ) 上 田 直 也 管理部門管掌、人事・総務部長

取締役（常勤監査等委員) 吉 野 功 一

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ) 森 　 博 司 ㈱IR Robotics　社外監査役
ポスタス㈱　常勤監査役

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ) 豊 田 賢 治 東京桜橋法律事務所 代表弁護士

３．会社役員の状況
⑴　取締役の状況（2026年３月31日現在）

（注）１．取締役吉野功一氏、取締役森博司氏、及び取締役豊田賢治氏は、社外取締役で
あります。

２．当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役（監査等委員を除く）
からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査人と監査
等委員会との十分な連携を可能にするため、吉野功一氏を常勤の監査等委員に
選定しております。

３．常勤監査等委員吉野功一氏、監査等委員森博司氏、及び監査等委員豊田賢治氏
は、以下のとおり、監査等委員として相当程度の知見を有しております。

・常勤監査等委員吉野功一氏は、総合商社において長年にわたる海外勤務および
総経理としての実務経験を有し、その後、内部監査業務に従事するなど、財
務・会計およびガバナンスに関する豊富な経験と相当程度の知見を有するもの
であります。

・監査等委員森博司氏は、証券会社における実務経験と上場企業の監査役として
の経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

・監査等委員豊田賢治氏は、法律の専門家として豊富な知見を有し、特に法令お
よびコンプライアンスに関する相当程度の知見を有するものであります。

４．当社は、社外取締役吉野功一氏及び森博司氏を東京証券取引所の定めに基づく
独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、独立役員全員
は、親会社や兄弟会社、主要株主、主要な取引先の出身者等には該当しないこ
とから、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断して
おります。経営の方針や経営改善について自らの知見に基づき、会社の持続的
な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るとの観点から、積極的に助言
を行うこと、取締役会の重要な意思決定を通じて経営の監督を行うこと、ステ
ークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させることに努めております。
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氏名 退任日 退任事由
退任時の地位・担当及び重要
な兼職の状況

櫟 木 一 男 2025年7月10日 辞任
監査等委員
株式会社アズーム社外取締役

⑵　事業年度中に退任した取締役
　当事業年度中に退任した取締役及び監査役は次のとおりであります。

なお、櫟木一男氏は金融機関にて経営職を歴任後、上場企業の監査等委員として、経
営と財務に関する相当程度の知見を有しておりました。

⑶　責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役監査等委員は、会社法第427条第１項の規定に基づ
き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま
す。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、社外取締役監査等委員が、その
職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１
項に定める最低責任限度額としております。
　また、2025年７月10日をもって社外取締役を辞任いたしました櫟木一男
氏との間で同様の契約を締結しておりました。

⑷　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、保険会社との間で、会社法第430条の３第１項に規定する役員等
賠償責任保険契約を締結しており、当該保険により被保険者が負担すること
になる損害賠償金・防御費用の損害を填補することとしております。
　当保険契約の被保険者は、当社取締役（監査等委員である取締役を除
く。）及び当社社外取締役監査等委員であり、すべての被保険者について、
その保険料を全額当社が負担しております。

⑸　取締役の報酬等
①　役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年２月10日開催の取締役会において、取締役（監査等委
員である取締役を除く。以下、「取締役」という。）の個人別の報酬等の
内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際して
は、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を
受けております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につい
て、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針
と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されているこ
とを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりで
す。
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1.　報酬決定に関する基本方針
1.1　報酬構成や報酬内容の決定は、取締役会の監督機能発揮のための

重要な機能である。
1.2　持続的成長及び中長期的企業価値の創出に対する適切な動機付け

となっていること。
1.3　会社運営や会社業績への貢献にふさわしい公正公平な報酬である

こと。
1.4　社内外のステークホルダーへの貢献を考慮し、その役位や職責に

ふさわしい公正公平な報酬であること。
1.5　上場企業として当社の規模や属する業界の水準を考慮し、妥当性

のあるふさわしい水準の報酬構成や報酬内容であること。
1.6　報酬構成及び区分ごとの報酬総額の年額上限の限度額等について

は、株主総会での関連議案の決議事項に準ずる。
2.　報酬の構成やその内容に関する決定方針

2.1　報酬は、固定報酬（定期定額報酬）と非金銭報酬（譲渡制限付株
式報酬）の構成とし、上記「1.報酬決定に関する基本方針」に基づ
き決定する方針とする。

2.2　固定報酬の算定方法の決定に関する方針は以下とする。
　上記「1.報酬決定に関する基本方針」に基づき、取締役会は独立
社外取締役を議長とする指名・報酬委員会に役員報酬を諮問する。
　指名・報酬委員会は、「1.報酬決定に関する基本方針」に基づ
き、決算月後の業績結果を踏まえた経営状況と取締役としての貢献
や職位に関する期待を踏まえた個人考課を評価の上、個人別固定報
酬案を作成し取締役会に答申する。取締役会は6月定時株主総会後の
臨時取締役会で個人別固定報酬に関して該答申に基づき審議の上決
議する。

2.3　非金銭報酬の算定方法の決定に関する方針は、以下とする。
上記「1.報酬決定に関する基本方針」に基づき、取締役会は独立社
外取締役を議長とする指名・報酬委員会に諮問する。指名・報酬委
員会は、「1.報酬決定に関する基本方針」に基づき、決算月後の業
績結果を踏まえた経営状況と市場の評価である株価動向及び取締役
としての貢献や職位に関する期待を踏まえた個人考課を評価の上、
個人別非金銭報酬案を作成し取締役会に答申する。取締役会は、定
時株主総会の日から１月を経過する日までに、個人別非金銭報酬に
関して該答申に基づき審議の上決議する。交付は、その決議の日か
ら１月を経過する日までとする。なお、非金銭報酬の報酬全体に対
する割合は、上記「1.報酬決定に関する基本方針」に基づき妥当性
のある割合とすべく取締役会で決議する。
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非金銭報酬の割当については、以下の通り。
2.3.1　対象取締役は、原則として３年間（当社取締役会にて定める期

間であり、以下、「譲渡制限期間」という。）、当社譲渡制限付株
式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、
生前贈与、遺贈その他一切の処分行為を行うことができない。

2.3.2　当社は対象取締役が、譲渡制限期間が満了する前に、当社及び
当社の子会社の取締役、執行役員並びに使用人のいずれの地位をも
喪失した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を
除き、当該取締役に割り当てられた譲渡制限付株式（以下、「本割
当株式」という。）を当然に無償で取得する。また、本割当株式の
うち、譲渡制限期間が満了した時点において、下記2.3.3記載の譲渡
制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものが
ある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。

2.3.3　当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限
期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員もし
くは使用人の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部又
は一部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解
除する。ただし、当該取締役が、当社取締役会が正当と認める理由
により、譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社の子会社の取締
役、執行役員並びに使用人のいずれの地位をも喪失した場合には、
譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものと
する。

2.3.4　当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、
当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組
織再編等に関する議案が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等
に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当
社取締役会）で承認された場合には、当社取締役会決議により、合
理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日
に先立ち、譲渡制限を解除する。この場合には、当社は、上記の定
めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制
限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

3.　報酬を与える時期の決定方針
　固定報酬については、毎期６月定時株主総会後の臨時取締役会で
取締役会決議をもって翌月の７月以降の報酬額を決定し与える。非
金銭報酬については、定時株主総会の日から１月を経過する日まで
に、個人別非金銭報酬に関して該答申に基づき審議の上決議する。
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交付は、その決議の日から１月を経過する日までとする。
4.　個人別の報酬等の内容についての決定の方法

　上記「2.報酬の構成やその内容に関する決定方針」にて記載のと
おり、取締役会は独立社外取締役を議長とする指名・報酬委員会に
諮問する。指名・報酬委員会は、当該期の業績結果を踏まえた経営
状況、市場評価である株価動向及び取締役としての貢献や職位に関
する期待を踏まえた個人考課等を基に個人別評価の報酬案を作成
し、取締役会に答申する。取締役会は該答申に基づき、株主総会で
の関連議案の決議事項に準じて審議の上決議する。
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区 分
報酬等の

総額
（ 百 万 円 ）

報 酬 等 の 種 類 別 の
総 額 （ 百 万 円 ） 対象となる

役 員 の 員 数
（名）基 本 報 酬 非金銭報酬等

取 締 役
（うち社外取締役）

66
（－）

62
（－）

3
（－）

3
（－）

取締役（監査等委
員 ）

（うち社外取締役）
14

（14）
12

（12）
2

（2）
5

（5）

合 計
（うち社外役員）

80
（14）

75
（12）

5
（2）

8
（5）

②　当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１．取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2018年６月28日開催の第16回
定時株主総会において、年額200百万円以内（但し、使用人分給与は含まな
い。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委
員を除く）の員数は、３名（うち、社外取締役は０名）です。
また、報酬限度額の枠内で、2018年６月28日開催の第16回定時株主総会にお
いて、非金銭報酬として譲渡制限付株式報酬の総額を年額30百万円以内と決議
しております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数
は、３名（うち、社外取締役は０名）です。

２．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2018年６月28日開催の第16回定時株
主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。各取締役（監
査等委員）の報酬額については、当該報酬総額の範囲内において、業務の分担
等を勘案し、監査等委員である取締役の協議にて決定するものとしておりま
す。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は、3名（うち、社
外取締役は3名）です。
また、報酬限度額の枠内で、2018年６月28日開催の第16回定時株主総会にお
いて、非金銭報酬として譲渡制限付株式報酬の総額を年額５百万円以内と決議
しております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は、３名
（うち、社外取締役は３名）です。

３．2018年６月28日開催の第16回定時株主総会において、取締役（監査等委員を
除く）、及び取締役（監査等委員）に対する譲渡制限付株式報酬で発行される
普通株式の総数を年24千株以内と決議しております。

４．非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は、「①　役員
報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。また、当事業年度
における交付状況は事業報告「２．(5) 当事業年度中に職務執行の対価として
当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。

③　社外役員が親会社等又は親会社等の子会社等から受けた役員報酬等の総額

　該当事項はありません。
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区 分 氏 名 出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取締役
（常勤監査等委員） 吉 野 功 一

就任後に開催された取締役会14回の全てに、
また監査等委員会10回の全てに出席いたしま
した。豊富な経験と幅広い見識に基づき、経
営陣・支配株主等から独立した客観的立場
で、主に事業経営に関する観点から、議案審
議等に必要な発言を適宜行っており、経営体
制の強化に関する監督・助言を行うなど、当
社の意思決定において妥当性・適正性を確保
するための適切な役割を果たしております。
さらに、指名・報酬委員会の議長として、客
観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定
や役員報酬等の決定過程における監督機能を
主導しております。

取締役
（監査等委員） 森 　 博 司

当事業年度に開催された取締役会19回の全て
に、また監査等委員会15回の全てに出席いた
しました。豊富な実務経験に基づき、経営
陣・支配株主等から独立した客観的立場で、
主に金融業界に関する経験・知見に基づく観
点から、議案審議等に必要な発言を適宜行っ
ており、経営体制の強化に関する監督・助言
を行うなど、当社の意思決定において妥当
性・適正性を確保するための適切な役割を果
たしております。さらに、指名・報酬委員会
のメンバーとして、客観的・中立的立場で当
社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過
程における監督機能を担っております。

⑹　社外役員に関する事項
①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　該当事項はございません。

②　当事業年度における主な活動状況
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区 分 氏 名 出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取締役
（監査等委員） 豊 田 賢 治

就任後に開催された取締役会13回の全てに、
また監査等委員会９回の全てに出席いたしま
した。豊富な経験と幅広い見識に基づき、経
営陣・支配株主等から独立した客観的立場
で、主に企業統治に関する観点から、議案審
議等に必要な発言を適宜行っており、経営体
制の強化に関する監督・助言を行うなど、当
社の意思決定において妥当性・適正性を確保
するための適切な役割を果たしております。
さらに、指名・報酬委員会のメンバーとし
て、客観的・中立的立場で当社の役員候補者
の選定や役員報酬等の決定過程における監督
機能を担っております。

取締役
（監査等委員） 櫟 木 一 男

当事業年度において、2025年７月10日辞任
までに開催された取締役会７回のうち４回、
監査等委員会５回のうち３回に出席いたしま
した。豊富な経験と幅広い見識に基づき、経
営陣・支配株主等から独立した客観的立場
で、主に企業統治に関する観点から、議案審
議等に必要な発言を適宜行っており、経営体
制の強化に関する監督・助言を行うなど、当
社の意思決定において妥当性・適正性を確保
するための適切な役割を果たしております。
さらに、指名・報酬委員会のメンバーとし
て、客観的・中立的立場で当社の役員候補者
の選定や役員報酬等の決定過程における監督
機能を担っております。

４．会社の支配に関する基本方針
　該当事項はありません。

５．剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と位置付けています。企
業価値向上のための内部留保とバランスを図りながらも利益還元に向けるキャ
ッシュフローの確保に努め、安定的かつ継続的に業績に見合った成果を配当す
ることを基本方針としております。
　当社は、会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰
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余金の配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、実質的な期末配
当の決定機関は株主総会としております。
　また、自己株式の取得も株主への有効な利益還元の一環として、株価動向や
財務状況を勘案しながら適切に実施しております。内部留保資金につきまして
は、財務体質の安定強化と将来の成長につながるマーケティング、新規事業、
人材への投資等に充当し、収益の向上を図ってまいります。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資  産  の  部 ） （ 負  債  の  部 ）

流 動 資 産 1,566,743 流 動 負 債 369,449
現 金 及 び 預 金 1,214,954 買 掛 金 230,228
電 子 記 録 債 権 3,300 未 払 金 57,972
売 掛 金 310,703 未 払 費 用 13,540
商 品 22,769 未 払 法 人 税 等 33,131
前 払 費 用 15,642 未 払 消 費 税 等 21,429
そ の 他 1,017 預 り 金 4,987
貸 倒 引 当 金 △1,644 賞 与 引 当 金 3,394

契 約 負 債 2,655
固 定 資 産 260,975 そ の 他 2,111

有 形 固 定 資 産 16,135 固 定 負 債 14,527
建 物 附 属 設 備 5,125 退職給付引当金 14,527
機 械 及 び 装 置 54 負 債 合 計 383,976
工具、器具及び備品 10,955 （ 純 資 産 の 部 ）

無 形 固 定 資 産 83,865 株 主 資 本 1,442,398
ソ フ ト ウ エ ア 83,697 資 本 金 181,619
そ の 他 168 資 本 剰 余 金 147,619

投資その他の資産 160,974 資 本 準 備 金 147,619
投 資 有 価 証 券 76,404 利 益 剰 余 金 1,291,681
保 険 積 立 金 50,593 利 益 準 備 金 8,500
破産更生債権等 154 その他利益剰余金 1,283,181
長 期 前 払 費 用 2,522 繰越利益剰余金 1,283,181
繰 延 税 金 資 産 19,199 自 己 株 式 △178,523
そ の 他 12,254 評価・換算差額等 1,305
貸 倒 引 当 金 △154 その他有価証券評価

差 額 金 1,305
新 株 予 約 権 37
純 資 産 合 計 1,443,741

資 産 合 計 1,827,718 負 債 純 資 産 合 計 1,827,718

貸　借　対　照　表
（2026年３月31日現在）

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで)

科 目 金 額

売 上 高 2,311,924

売 上 原 価 1,438,621

売 上 総 利 益 873,302

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 682,820

営 業 利 益 190,481

営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,334

受 取 手 数 料 432

保 険 解 約 返 戻 金 1,036

キ ャ ッ シ ュ バ ッ ク 収 入 607

そ の 他 248 4,660

営 業 外 費 用

為 替 差 損 1,235

投 資 事 業 組 合 運 用 損 6,344

そ の 他 537 8,118

経 常 利 益 187,023

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 29,443

固 定 資 産 除 却 損 415 29,859

税 引 前 当 期 純 利 益 157,164

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 52,735

法 人 税 等 調 整 額 △1,584 51,150

当 期 純 利 益 106,013

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 若 山 聡 満
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 西 村 　 祐 介

独立監査人の監査報告書
2026年5月21日

株式会社ピーバンドットコム
取締役会　御中

PwC Japan有限責任監査法人
東 京 事 務 所

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ピーバ
ンドットコムの2025年4月1日から2026年3月31日までの第24期事業年度
の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及
び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準
拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類
等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査
に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査
人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任
は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の
責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含
まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するもの
ではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読

会計監査報告
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し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が
監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があ
るかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあ
ると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不
正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示する
ために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書
類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に
公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開
示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類
等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保
証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表
明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える
と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ
て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選
択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
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ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応
じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によ
って行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価
する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるか
どうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を
生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう
か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書
類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結
論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項
を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監
査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事
項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫
理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合
理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている
場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適
用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。

以　　上
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監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第24期
事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法
及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事
項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体
制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運
用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を
表明するとともに、電話回線又はインターネット等を経由した手段も活用
しながら、下記の方法で監査を実施しました。
①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部

統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からそ
の職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重
要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産
の状況を調査しました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している
かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人
から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知
を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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２．　監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状
況を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に
違反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認
めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容
及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相
当であると認めます。

常勤監査等委員 吉 野 功 一 ㊞
監 査 等 委 員 森 博 司 ㊞
監 査 等 委 員 豊 田 賢 治 ㊞

2026年５月22日
株式会社ピーバンドットコム　監査等委員会

（注）常勤監査等委員吉野功一及び監査等委員森博司並びに豊田賢治は、会社法第２
条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金処分の件
　当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と認識しており、企業価
値向上のための内部留保とバランスを図りながらも利益還元に向けるキャッシ
ュフローの確保に努め、安定的かつ継続的に業績に見合った成果を配当するこ
とを基本方針としております。このような基本方針に基づき、当社業績の傾向
及び今後の事業環境を考慮し、以下のとおり期末配当をさせていただきたいと
存じます。

期末配当に関する事項
⑴　配当財産の種類
金銭

⑵　配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき普通配当10円
　なお、この場合の配当総額は、47,030,980円となります。

⑶　剰余金の配当が効力を生じる日
2026年６月24日
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候補者
番　号

氏名（生年月日）
取締役会出席状況 略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

所 有 す る
当社の株式
数

１

た
田

さか
坂

まさ
正

き
樹【再任】

（1971年６月13日生）
取締役会出席状況

100％（19回/19回）

1995年４月　（株）ミスミ（現：（株）ミス
ミグループ本社）入社

2000年４月　（株）ブレイク・フィールド社
取締役

2002年４月　当社設立、代表取締役
2011年７月　ｇｃストーリー(株）取締役
2021年６月　ゲンダイエージェンシー(株）

社外取締役（現任）
2022年６月　(株）ジンジブ社外取締役
2023年６月　当社取締役会長ファウンダー

（現任）
2024年３月　シリウスビジョン(株）社外取

締役（現任）
2024年9月　㈱ワークポート　社外取締役

（現任）

460,077株

【取締役候補者とした理由】
田坂正樹氏は、高い先見性から日本初のプリント基板ネット通販のビジネスモデ
ルを創出し、当社創業以来、代表取締役として経営を指揮してまいりました。
2024年度より取締役会長ファウンダーとして、主に新規事業の創出に力を注いで
おります。今後も経営の重要事項に関する意思決定及び業務執行に対する監督責
任の役割を担うとともに、新規事業の開拓において企業価値向上を強く推し進め
ることができるものと判断し、取締役候補者といたしました。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）３
名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役３名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会が、取締役会の監督と執
行のあり方、取締役候補者の選任基準等を確認し、すべての候補者について適
任であると判断しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

氏名（生年月日）
取締役会出席状況 略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

所 有 す る
当社の株式
数

２

ご
後

とう
藤

やす
康

のぶ
進【再任】

（1977年２月11日生）
取締役会出席状況

100％（19回/19回）

2004年11月　当社入社
2011年４月　当社ＣＯＯ（事業統括）
2015年６月　当社取締役ＣＯＯ兼マーケティ

ング・営業部長
2018年４月　当社取締役ＣＯＯ兼営業事業部

長
2021年６月　当社取締役ＣＯＯ兼営業事業部

長、事業部門管掌
2023年６月　当社代表取締役社長（現任）

59,377株

【取締役候補者とした理由】
後藤康進氏は、当社の最高執行責任者として長年にわたり事業全般を統括し、
2024度には代表取締役社長に就任、一貫して収益拡大のための事業基盤構築に貢
献するとともに、企業価値向上に資する様々な課題に取り組んでまいりました。
その実績、経験から、当社のさらなる事業成長には同氏の強いリーダーシップが
必要不可欠であると判断し、取締役候補者といたしました。

３

うえ
上

だ
田

なお
直

や
也【再任】

（1982年５月22日生）
取締役会出席状況

84.2％（16回/19回）

2011年３月　当社入社
2015年６月　当社取締役ＣＦＯ兼管理部長
2021年６月　当社取締役ＣＦＯ、管理部門

管掌
2023年４月　当社取締役ＣＦＯ兼人事・総

務部長、管理部門管掌
2024年６月  当社取締役CHRO兼人事・総

務部長、管理部門管掌（現
任）

22,450株

【取締役候補者とした理由】
上田直也氏は、当社の最高財務責任者として当社の健全な運営と成長を支えてま
いりました。財務・経理のほか、管理全般、ITの観点からバランスの良い知見を
有しております。その実績及び経験から当社の持続的な企業価値向上のために
は、同氏の貢献が必要不可欠であると判断し、取締役候補者といたしました。

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．「所有する当社の株式数」については、2026年３月31日現在の所有株式数を

記載しております。
３．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責

任保険（D＆O保険）契約を締結しております。当該保険契約の内容の概要
は、事業報告「３．⑷　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のと
おりです。取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に
含められることになります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しておりま
す。
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候補者
番　号

氏名（生年月日）
取締役会出席状況 略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

所 有 す る
当社の株式
数

１

もり
森

 

　
ひろ
博

し
司【再任】

（1967年7月30日生）

取締役会出席状況
100％(19回/19回）

監査等委員会出席状況

100％(15回/15回）

1990年4月　山一證券（株）入社
1998年4月　メリルリンチ日本証券（株）

（現:BofA証券（株））入社
2001年4月　松井証券（株）　入社
2005年11月　マネックス証券（株）入社
2014年７月　同社投資銀行部長
2018年１月　（株）モリックス　代表取締役

（現任）
2019年９月　（株）Kids Smile Holdings
　　　　　　 　常勤監査役
　　　　　　 （株）Kids Smile Project監査

役
2022年５月　（株）IR Robotics 社外監査役

（現任）
2022年６月　当社社外取締役（監査等委員）

（現任）
2024年１月　ポスタス（株）常勤監査役（現

任）

2,849株

【社外取締役（監査等委員）候補者とした理由及び期待される役割の概要】
森博司氏は、長年にわたり証券会社において資金調達支援、IPO支援、IR支援、M＆A
などの業務に従事し、上場企業の監査役を務めるなど、豊富な知見を有しておりま
す。また、当社社外役員就任以来、企業金融・内部統制強化と監査体制の充実に貢献
いただいております。同氏の独立した客観的な立場からの幅広い見識は、当社の業務
執行に関する意思決定や経営の監督において必要であると判断し、社外取締役（監査
等委員）候補者といたしました。

第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件
監査等委員である取締役森博司氏と豊田賢治氏は、本総会終結の時をもって任
期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役２名の選任をお願
いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

氏名（生年月日）
取締役会出席状況 略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

所 有 す る
当社の株式
数

２

と よ た
豊田 

け ん じ
賢治【再任】

（1971年8月2日生）

取締役会出席状況
100％(13回/13回）

監査等委員会出席状況

100％(9回/9回）

2001年10月 弁護士登録
2004年06月 当社社外監査役
2006年01月 東京桜橋法律事務所開設
                  代表弁護士(現任)
2012年06月 (株)ヤマダコーポレーション監査
                   役
2020年04月 第二東京弁護士会 副会長
2025年７月　当社社外取締役（監査等委員）

（現任）

0株

【社外取締役（監査等委員）候補者とした理由及び期待される役割の概要】
豊田 賢治氏は、法律の専門家として豊富な知見を有しております。また、2004年か
ら2012年の8年間、当社の社外監査役を務めております。同氏の独立した客観的な立
場からの幅広い見識は、当社の業務執行に関する意思決定や経営の監督において必要
であると判断し、社外取締役（監査等委員）候補者といたしました。

（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．「所有する当社の株式数」については、2026年３月31日現在の所有株式数を記

載しております。
３．森博司氏及び豊田賢治氏は、社外取締役候補者であります。
４．森博司氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、同氏の
      在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
５．豊田賢治氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、同氏
      の在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。
６．当社は、監査等委員全員との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法

第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約
の内容の概要は、事業報告「３．⑶　責任限定契約の内容の概要」に記載のと
おりです。森博司氏及び豊田賢治氏の再任が承認された場合は、当該契約を継
続する予定であります。

７．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責
任保険（D＆O保険）契約を締結しております。当該保険契約の内容の概要
は、事業報告「３．⑷　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のと
おりです。監査等委員である取締役候補者の選任が承認されますと、
当該保険契約の被保険者に含められることになります。

８．当社は、森博司氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出て
おります。両氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定であ
ります。
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氏　名
承認可決後の
地位・役職
（予定）

主な専門性

企業経営 財務会計 人財開発 マーケ
ティング DX/IT ガバナン

ス
【取締役】

田坂　正樹 取締役会長
ファウンダー ◎ ◎ ○ ○

後藤　康進 代表取締役
社長 ◎ ○ ◎ ◎ ○

上田　直也 取締役CHRO ◎ ◎ ○ ◎

【監査等委員である取締役】＊は独立役員

吉野　功一 常勤監査等委員
（＊） ◎ ○ ○ ◎

森　博司 監査等委員
（＊） ○ ◎ ◎

豊田　賢治 監査等委員
（＊） ◎ ○ ◎

【ご参考：取締役及び監査等委員である取締役のスキルマトリックス】
第２号及び第３号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役及び監査

等委員である取締役のスキルマトリックスは以下のとおりです。

【保有スキル基準】○：保有する知見、経験
◎：特に期待する知見、経験
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スキル項目 選定理由

企業経営

グローバル社会・経済の急激な変貌、DX化の進展、IT関連技術の
進歩等変化の激しい時代において、ハードウエアのEC企業である当
社にとって、企業経営の難易度は高まってきている。事業動向への
先見性や成長戦略策定能力そして適切かつ妥当な経営判断の能力を
有する経験豊富な多様性のある取締役陣が必要である。

財務会計

健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出のため、正確な財
務報告と共に成長投資（人財投資、DＸ/IＴ投資、Ｍ＆Ａ戦略投資
等）の推進と株主還元の強化を実現する確かな財務会計・Ｍ＆Ａの
見識を有する取締役陣が必要である。

人財開発

人財こそが持続的な成長につながる価値を創造する源泉であると捉
え、社員の挑戦や自己実現を支援する人事制度改革・人財開発・健
康経営および人財登用等の分野での確かな知識や経験を有する取締
役陣が必要である。

マーケティング
当社は、プリント基板等のハードウエアを扱うＥＣ企業であること
から、データ収集、解析、活用等における様々なマーケティング分
野のスキルや見識を有する取締役陣が必要である。

DX/IT

当社は、EC企業として、またユーザーの思いを実現する「GUGEN
プラットフォーム」構築のために、DX化の進展やIT関連技術の進
歩には極めて敏感かつ高いアンテナを持っていなければならず、当
社の取締役陣もDX/IT関連に高い見識が必要である。今後とも本ス
キル分野は役員レベルでも強化していく予定である。

ガバナンス

上場会社として健全で持続的な成長を維持してくためには、取締役
陣としてガバナンスは最重要である。また、当社の臨む市場は日進
月歩の技術革新の中にあり、常にチャレンジ精神を発揮すべきステ
ージであるため、そのリスクマネジメント力は取締役陣として必須
のスキル要素である。

【スキルマトリックス各項目の選定理由】

以上
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見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

東京都千代田区麹町６丁目６番地
東京消防庁スクワール麹町　３階「錦の間」

至新宿
至半蔵門

丸ノ内線
四ツ谷駅

JR四ツ谷駅
クルトウルハイム

聖堂

上智大学

新宿通り

東京消防庁
スクワール麹町 ベルギー

大使館

有楽町線
麹町駅

番町小学校

番町の森

聖イグナチオ
教会

南北線
四ツ谷駅

雙葉学園

アトレ２
３

南
北
線

至
東
京

Ｊ
Ｒ
中
央
線
・
総
武
線

麹
町
口

至
銀
座

１

至
市
ヶ
谷

【交通のご案内】
ＪＲ四ツ谷駅「麹町口」より徒歩約１分
東京メトロ（丸ノ内線）四ツ谷駅１番出口より徒歩約３分
東京メトロ（南北線）四ツ谷駅３番出口より徒歩約３分


